
２８林国業第１４９号

平成２９年３月３０日

北海道森林管理局長 殿

林野庁長官

「国有林野の管理処分の事務運営について」の一部改正について

国有林野の管理処分の事務運営について（昭和42年４月18日付け42林野政第738号林

野庁長官通達）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので通知する。

なお、本通達は平成29年４月１日から施行する。



２８林国業第１４９号

平成２９年３月３０日

東北森林管理局長 殿

林野庁長官

「国有林野の管理処分の事務運営について」の一部改正について

国有林野の管理処分の事務運営について（昭和42年４月18日付け42林野政第738号林

野庁長官通達）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので通知する。

なお、本通達は平成29年４月１日から施行する。



２８林国業第１４９号

平成２９年３月３０日

関東森林管理局長 殿

林野庁長官

「国有林野の管理処分の事務運営について」の一部改正について

国有林野の管理処分の事務運営について（昭和42年４月18日付け42林野政第738号林

野庁長官通達）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので通知する。

なお、本通達は平成29年４月１日から施行する。



２８林国業第１４９号

平成２９年３月３０日

中部森林管理局長 殿

林野庁長官

「国有林野の管理処分の事務運営について」の一部改正について

国有林野の管理処分の事務運営について（昭和42年４月18日付け42林野政第738号林

野庁長官通達）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので通知する。

なお、本通達は平成29年４月１日から施行する。



２８林国業第１４９号

平成２９年３月３０日

近畿中国森林管理局長 殿

林野庁長官

「国有林野の管理処分の事務運営について」の一部改正について

国有林野の管理処分の事務運営について（昭和42年４月18日付け42林野政第738号林

野庁長官通達）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので通知する。

なお、本通達は平成29年４月１日から施行する。



２８林国業第１４９号

平成２９年３月３０日

四国森林管理局長 殿

林野庁長官

「国有林野の管理処分の事務運営について」の一部改正について

国有林野の管理処分の事務運営について（昭和42年４月18日付け42林野政第738号林

野庁長官通達）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので通知する。

なお、本通達は平成29年４月１日から施行する。



２８林国業第１４９号

平成２９年３月３０日

九州森林管理局長 殿

林野庁長官

「国有林野の管理処分の事務運営について」の一部改正について

国有林野の管理処分の事務運営について（昭和42年４月18日付け42林野政第738号林

野庁長官通達）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので通知する。

なお、本通達は平成29年４月１日から施行する。
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別
紙

国
有

林
野

の
管

理
処

分
の

事
務

運
営

に
つ

い
て

（
昭

和
4
2
年

４
月

1
8
日

付
け

4
2
林

野
政

第
7
3
8
号

林
野

庁
長

官
通

達
）

の
一

部
改

正
新

旧
対

照
表

（
下

線
部
は

改
正

部
分

）

改
正

後
現

行

第
７

事
務

手
続

第
７

事
務

手
続

１
申

請
書
添

付
書

類
１

申
請

書
添

付
書

類

（
１

）
国

有
林

野
の

貸
付

け
、

使
用

、
交

換
又

は
譲

与
の

申
請

に
当

た
っ

て
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
書

（
１

）
国

有
林

野
の

貸
付

け
、

使
用

、
交

換
又

は
譲

与
の

申
請

に
当

た
っ

て
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
書

類
の
う

ち
、

そ
れ

ぞ
れ

必
要

な
も

の
を
添

付
し

て
提

出
さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

も
の

と
す

る
。

類
の

う
ち

、
そ

れ
ぞ

れ
必

要
な

も
の

を
添

付
し

て
提
出

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
も

の
と

す
る

。

ア
～
エ

（
略

）
ア

～
エ

（
略

）

オ
申

請
人

が
法

人
（

公
法

人
を

除
く
。
）

で
あ

る
場

合
は

、
当

該
法

人
の

名
称

、
住
所

及
び

代
表

者
オ

申
請

人
が

法
人

（
公

法
人

を
除

く
。
）

で
あ

る
場

合
は

、
当
該

法
人

の
名

称
、

住
所

及
び

代
表

者

の
氏

名
等

を
記

載
し

た
登

記
事

項
証

明
書

、
資

格
証

明
書

、
定

款
又

は
寄

附
行

為
（

宗
教

法
人

法
の

氏
名

等
を

記
載

し
た

登
記

事
項

証
明

書
、

資
格

証
明

書
、

定
款

又
は

寄
附

行
為

（
宗

教
法

人
法

（
昭

和
2
6
年

法
律

第
1
2
6
号

）
第

４
条
に

定
め

る
宗

教
法
人

に
あ

っ
て

は
、
当

該
法

人
の

規
則

と
す

（
昭

和
2
6
年

法
律

第
1
2
6
号
）

第
４

条
に

定
め

る
宗

教
法

人
に
あ

っ
て

は
、

当
該

法
人

の
規

則
と

す

る
。
）
、

会
社

法
（

平
成

1
7
年
法

律
第

8
6
号

）
第

4
3
5
条

第
２

項
に

定
め

る
直
近

の
計

算
書

類
、

事
業

る
。
）
、

最
近

の
損

益
計

算
書

、
貸

借
対

照
表

、
財

産
目

録
及

び
営

業
報

告
書

（
会

社
以

外
の

法
人

報
告

書
及
び

附
属

明
細

書
（
持

分
会

社
に

あ
っ

て
は

同
法

第
6
1
7
条

第
２

項
に

定
め

る
直

近
の

計
算

に
あ

っ
て

は
財

産
目

録
と

す
る

。
以

下
「

財
務

諸
表

等
」

と
い

う
｡

）
並

び
に

当
該

申
請

が
当

該

書
類

及
び

附
属

明
細

書
、

会
社

法
に

規
定

す
る

会
社

以
外

の
法

人
に

あ
っ

て
は

財
産

目
録

そ
の

他
法

人
の

議
決

機
関

の
議

決
を

要
す

る
も

の
で

あ
る
場

合
は

、
そ

の
議

決
書
の

謄
本

の
有

す
る
財

産
の

状
況

が
分
か

る
資

料
と

す
る

。
）

並
び
に

当
該

申
請

が
当
該

法
人

の
議

決
機

関
の

議
決

を
要
す

る
も

の
で

あ
る
場

合
は

、
そ

の
議

決
書

の
謄

本

カ
～
ス

（
略

）
カ

～
ス

（
略

）

セ
位

置
図

、
実

測
図

、
区

域
図

（
開

発
行

為
を

含
む

事
業

の
対

象
と

し
よ

う
と

す
る

森
林

の
区

域
セ

位
置

図
、

実
測

図
、

区
域

図
（

開
発

行
為

を
含

む
事

業
の

対
象

と
し

よ
う

と
す

る
森

林
の

区
域

（
開

発
行
為

の
対

象
と

な
ら
な

い
森

林
の

区
域

を
含

む
。
）

及
び

開
発

行
為
の

対
象

と
な

る
森

林
の

（
開

発
行

為
の
対

象
と

な
ら

な
い

森
林

の
区

域
を
含

む
。
）

及
び

開
発

行
為

の
対

象
と

な
る

森
林

の

土
地

の
区
域

そ
れ

ら
の

区
域
を

明
示

す
る

に
必

要
な

範
囲

内
に
お

い
て

都
道

府
県

界
、
市

町
村

界
、

土
地

の
区

域
そ
れ

ら
の

区
域

を
明

示
す

る
に

必
要
な

範
囲

内
に

お
い

て
都
道

府
県

界
、
市

町
村

界
、

市
町

村
の

区
域

内
の

町
又

は
字

の
境

界
並

び
に

そ
れ

ら
の

区
域

に
係

る
土

地
の

地
番

及
び

形
状

を
市

町
村

の
区

域
内

の
町

又
は

字
の

境
界

並
び

に
そ

れ
ら

の
区

域
に

係
る

土
地

の
地

番
及

び
形

状
を

明
示

し
た
縮

尺
５

千
分

の
１
以

上
の

図
面

）
、

公
図

、
測
量

野
帳

、
面

積
計
算

簿
及

び
写

真
明

示
し

た
縮

尺
５

千
分

の
１

以
上

の
図

面
）
、

公
図

、
測

量
野
帳

、
面

積
計

算
簿

及
び

写
真

た
だ

し
、

次
に

掲
げ

る
条

件
を

全
て

満
た

し
た

見
取

図
に

つ
い

て
は

、
国

有
林

野
の

管
理

経
営

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

（
昭

和
2
6
年

農
林

省
令

第
4
0
号

）
第

1
4
条

第
１

項
た

だ
し

書
の

見
取

図

と
し

て
森
林

管
理

署
長

の
承
認

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

も
の
と

す
る

。

（
ア

）
国

有
林

野
を

登
山

道
又

は
歩

道
と

し
て

無
償

で
地

方
公

共
団

体
が

借
り

受
け

、
又

は
使

用
し

よ
う

と
す

る
申
請

に
係

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

（
イ

）
米

国
の

G
P
S
、

ロ
シ

ア
の

G
L
O
N
A
S
S
、

日
本

の
Q
Z
S
S
（

み
ち

び
き

）
、

欧
州

の
G
a
l
i
l
e
o
等

の
異

な
る

シ
ス

テ
ム

の
G
N
S
S
信

号
を

一
度

に
複

数
受

信
で

き
る

G
N
S
S
受

信
機

を
用

い
た

現

地
計

測
で

あ
る

こ
と
。

（
ウ

）
境

界
点

又
は

構
造

物
を

基
準

と
し

た
既

知
点

等
が

（
イ

）
の

現
地

計
測

で
得

ら
れ

た
計

測
点

に
含

ま
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
貸

付
け

又
は

使
用

に
係

る
区

域
及

び
境

界
が

明
確

に
特
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定
及

び
復

元
可

能
で
あ

る
こ

と
。

（
２

）
・
（

３
）

（
略

）
（

２
）
・
（
３

）
（

略
）

２
審
査

基
準

２
審
査

基
準

国
有

林
野

の
貸

付
け

、
使

用
、

売
払

い
、

交
換

又
は

譲
与

の
申

請
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

申
請

書
及

び
国

有
林

野
の

貸
付

け
、

使
用

、
売

払
い

、
交

換
又

は
譲

与
の

申
請

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
申

請
書

及
び

添
付

書
類

等
に

よ
り

申
請

人
の

信
用

、
能

力
、

資
産

等
を

十
分

調
査

検
討

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
が

、
そ

添
付

書
類

等
に

よ
り

申
請

人
の

信
用

、
能

力
、

資
産

等
を

十
分

調
査

検
討

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
が

、
そ

の
際

、
特

に
次

の
事

項
に

つ
い

て
慎
重

に
審

査
す

る
も

の
と

す
る

。
の

際
、

特
に

次
の

事
項
に

つ
い

て
慎

重
に

審
査

す
る

も
の
と

す
る

。

な
お

、
利

用
計

画
が

開
発

行
為

を
伴

う
場
合

に
は

、
「

開
発

行
為

を
伴
う

国
有

林
野

事
業
の

実
施

上
の

取
な
お

、
利

用
計

画
が
開

発
行

為
を

伴
う

場
合

に
は

、
「
開

発
行

為
を
伴

う
国

有
林

野
事

業
の

実
施

上
の

取

扱
い

に
つ

い
て

」（
昭
和

4
9
年

1
0
月

3
1
日
付

け
4
9
林

野
計
第

4
8
3
号

林
野

庁
長

官
通

知
）
の

２
の
（

１
）
、（

２
）

扱
い

に
つ

い
て

」
（

昭
和

4
9
年

1
0
月

3
1
日

付
け

4
9
林

野
計

第
4
8
3
号

林
野

庁
長

官
通

知
）

の
別

紙
１

、
２

及

及
び

（
５

）
に

準
じ

て
審

査
す

る
も
の

と
す

る
。

び
５
に

準
じ

て
審

査
す
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
～
（

７
）

（
略
）

（
１
）

～
（

７
）

（
略

）

３
・

４
（
略

）
３

・
４

（
略

）


	７　施行文（国有林野の管理処分の事務運営について）
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	７　新旧対照表（国有林野の管理処分の事務運営について）

